
 
 

 

第９期東御市農業委員会 

第１回臨時総会議事録 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

東御市農業委員会



 

１ 日  時  令和８年４月７日（火）午前９時 00 分から午前９時 45 分 

 
２ 場  所  市役所本館２階 全員協議会室 
 
３ 出席委員（１８名） 

 岩井 敏行  荻原 良弘  櫻井 悦雄  柳橋 琢夫 

 櫻井 夏雄  白石 文生  舩田 寿夫  上原 真由美 

山崎 保徳  小山 祐一  井出 藤男  竹内 和久 

掛川 久善  倉嶋 慶和  小林 俊次  小川原 武 

 栁澤 大作   友野 太一 

       

４ 出席職員    農業委員会事務局 
（５名）      事務局長  小林 幸司 

            事務局次長 小林 誠司 
 事務局   佐々木 大輔 

            事務局   堀 涼佳 
            事務局   福川 佳菜子  
  
５ 議  事    議案第１号 会長及び会長職務代理の選任について 
          議案第２号 部会構成及び会議構成の決定について 
 議案第３号 議席の決定について 
   
６ 議事録署名委員   仮１  小川原 武       仮２  友野 太一 
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次長       ただいまより農業委員会臨時総会を開催いたします。私は、農業委員

会事務局次長を務めております小林誠司と申します。初めての会議であ

りますので、委員の皆さまに自己紹介をお願いしたいところですが、こ

の臨時総会終了後に、農地利用最適化推進委員の委嘱式を行います。委

嘱式の後に全員の自己紹介を予定していますので、よろしくお願いいた

します。 
それでは、はじめに、臨時議長の選任を行います。本日は、会議の招

集者が市でございますので、臨時議長選出までの間、農業委員会事務局

長が議長となり、臨時議長の選任を行います。 
 
事務局長     農業委員会事務局長の小林幸司と申します。それでは、臨時議長が決

まるまで、議長を務めます。地方自治法第１０７条の例により、最年長

委員が臨時議長の職務を行うことになっておりますので、臨時議長を委

員の中の最高年齢者にお願いします。事務局、発表して下さい。 
 
次長       第１回農業委員会臨時総会議案３ページにありますとおり、最高年齢

者は、岩井敏行委員です。 
 
事務局長     ただいま事務局から発表がありましたとおり、岩井委員に臨時議長を

お願いします。臨時議長が決まりましたので、議長の座を降ろさせて頂

きます。ご協力ありがとうございました。 
 
次長       岩井委員、議長席にお願いします。 
 
臨時議長（岩井委員） 

ただいま臨時議長に指名されました岩井敏行です。最高年齢者という 

ことで臨時議長に選ばれましたが、もとより不慣れでありますので、ど

うかこれからの議事がスムーズに進行できますように皆さまのご協力を

お願いします。 
議事に入る前に、議事録署名委員の指名について、おはかりします。

本日の議事録署名委員の指名については、東御市農業委員会会議規則第

８条第１項の規定によると、議長にあたる会長及び委員会において定め

るとされていますが、現在のところまだ会長が決まっておりませんの

で、臨時議長の指名でよろしいでしょうか。 
        
        （異議なしの声） 
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臨時議長（岩井委員） 
異議なしと認めます。それでは、本日の議事録署名委員は仮議席番号１

番の小川原委員と仮議席番号２番の友野委員の２人にお願いします。 
 

臨時議長（岩井委員） 
それでは、議事に入ります。議案第１号、会長及び会長職務代理の選任

について上程します。事務局、説明願います。資料は議案の１ページで

す。 
 
次長      会長及び会長職務代理の選任については、農業委員会に関する法律第５条

第２項及び第５条第５項の規定により、互選による選挙が原則ですが、地方

自治法１１８条第２項及び第３項により、指名推薦という方法もございます。

この方法は、全委員が同意すれば、選挙による投票の必要はありません。 
       
臨時議長（岩井委員） 

会長及び会長職務代理の選出について、いかようにしたらよろしいかおは

かりします。 
 
白石委員    議長。 
 
臨時議長（岩井委員） 

    白石委員。 
 
白石委員    会長及び会長職務代理の選出は、指名推薦によることとし、選考委員を

組織して、候補者を決めてはどうでしょうか。 
 
臨時議長    ただいま、白石委員から、選考委員会を組織し、候補者を決めてはどうか

との意見がありましたが、これに異議はありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 
臨時議長（岩井委員） 

異議なしと認めます。よって選考委員会を構成して選考することに決定致

しました。事務局、選考委員の選出について提案をお願いします。 
 
次長      選考委員の人数ですが、各地域より平均的に選出する必要があるため、田

中地区２名、滋野地区１名、祢津地区２名、和地区２名、北御牧地区から３

名の選考委員を、各地区農業委員協議のもとそれぞれ選出いただき、計１０   
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名で、選考委員会を構成して、選考に当たりたいと考えます。 
 

臨時議長（岩井委員） 
ただいま事務局から、選考委員の人数及び選出方法が提案されました

が、異議はありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 
臨時議長（岩井委員） 

異議なしと認めます。よって、地区ごと分かれて選考委員の選出を速や

かにお願いします。人数は、田中地区２名、滋野地区１名、祢津地区２

名、和地区２名、北御牧地区３名です。選考委員が決定しましたら、事務

局まで、ご連絡ください。委員の選考場所は、会場後ろのスペースに、地

区毎のテーブルを用意していますので利用してください。 
 

（選考委員が出そろう） 
 
臨時議長（岩井委員） 

席にお戻り下さい。選考委員が選出されましたので、事務局発表してく

ださい。 
 

次長      田中地区櫻井悦雄委員、上原委員、滋野地区小川原委員、祢津地区柳橋

委員、倉嶋委員、和地区白石委員、竹内委員、北御牧地区櫻井夏雄委員、

井出委員、栁澤委員です。 
ただいまから選考委員会を行いますので、選考委員は別室へお願いしま

す。それでは選考委員会のため、暫時休憩とします。 
 

（休憩） 
 
臨時議長（岩井委員） 

     会議を再開します。選考結果について選考委員長か ら発表願います。  
  
選考委員長（栁澤委員） 

    委員長を務めました栁澤です。選考結果を発表致します。会長に舩田寿

夫委員、会長職務代理に井出藤男委員を選考しました。  
  
臨時議長（岩井委員） 

     おはかりいたします。会長及び会長職務代理は、ただいま発表のとお 
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り決定することに、ご異議ありませんか。  
        （異議なしの声）  
  
臨時議長 （岩井委員） 

    異議なしと認めます。よって東御市農業委員会の会長は、舩田寿夫委

員、会長職務代理は、井出藤男委員と決定致しました。  
             大変不慣れではありましたが、無事臨時議長の任を果たすことができ

ました。これもひとえに皆さまのご協力の賜物と、心から厚く御礼申し

上げます。以上を持ちまして、臨時議長を退席させて頂きます。  
  
次長          岩井委員には、臨時議長をお勤めいただき、大変ありがとうございま

した。本来であればここで、会長、会長職務代理からご挨拶をいただく

ところですが、このあとの農地利用最適化推進委員の委嘱後に自己紹介

を予定していますので、その中でご挨拶をお願いしたいと存じます。会

長、会長職務代理は、正面の席にお願いします。  
  
次長          それでは、議案第２号以下は、東御市農業委員会会議規則第３条の規      
        定により、会長の進行で議事を進めて頂きたいと存じます。  
  
議長（会長）    議案第２号、部会構成及び会議構成の決定について上程します。事務

局から説明願います。  
  
次長          農業委員会の組織については、議案２ページのとおりです。農業委員

会業務をスムーズにおこなうため、３つの部会を設置することを提案す

るものであります。また、定例総会をもって、案件の審査・許可及び重

要事項の決定・決議を行います。定例総会の開催にあたり、会長・会長

職務代理による役員会及び会長・会長職務代理・正副部会長による拡大

役員会の設置を提案します。  
         
議長（会長）    事務局から、説明がありましたが、ご意見等ありましたらお願いしま

す。意見がないようですので、事務局案のとおり決定してもよろしいで

しょうか。 
 

（異議なしの声） 
 
議長（会長）   異議なしと認めます。  
 
次長      各部会の構成員については、このあと予定されています、全員協議会で 
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決定させていただきます。  
 議長（会長）   つづいて、議案第３号、議席の決定について上程します。事務局から説

明願います。  
  
次長         １番から２０ 番までの議席を使用し、そのうち４番・９番を欠番にし

たいと考えます。なお、２０番は会長席、１９番は会長職務代理席とし

たいと考えます。東御市農業委員会会議規則第４条の規定により、議席

は予めくじで定めることになっています。  
  
議長（会長）    おはかり致します。会長の席を２０番に、会長職務代理の席を１９番

とし、４番・９番を欠番として、くじにより議席を定めることにご異議

ありませんか。  
  

（異議なしの声）  
  
議長（会長）    異議なしと認めます。よって、会長及び会長職務代理の議席以外につ

いては、くじで定めることに決定致しました。それでは、本議席のくじ

びきに入ります。仮議席１番から、くじを引いてください。事務局お願

いします。  
  
       （くじ引き） 
  
次長        発表します。 

議席番号１  友野太一委員、議席番号２ 竹内和久委員、 
議席番号３ 櫻井悦雄委員、議席番号５ 小川原武委員、  
議席番号６ 荻原良弘委員）議席番号７ 倉嶋慶和委員、  
議席番号８ 小林俊次委員、議席番号１０ 上原真由美委員、 
議席番号１１ 櫻井夏雄委員、議席番号１２ 岩井敏行委員、  
議席番号１３ 掛川久善委員、議席番号１４ 山崎保徳委員、 
議席番号１５ 小山祐一委員、議席番号１６ 栁澤大作委員、 
議席番号１７ 柳橋琢夫委員、議席番号１８ 白石文生委員  

         以上です。 
 
議長（会長）  ありがとうございました。全委員とも自分のお引きになった番号の席へ

移動してください。  
  
議長（会長）  これにて本会議を終了します。このあと 10 時から農地利用最適化推進委      

       員の委嘱式及び第１回臨時全員協議会を行います。それまで休憩いたしま
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す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議事録署名人                  
          （※直筆でお願いします） 


